
■
代
理
投
票
・
点
字
投
票

　
身
体
の
故
障
な
ど
に
よ
り
自
分
で

投
票
用
紙
に
記
入
が
で
き
な
い
方
は

代
理
投
票
が
、
目
の
不
自
由
な
方
は

点
字
投
票
が
で
き
ま
す
。
投
票
所
で

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

■
施
設
な
ど
で
行
う
不
在
者
投
票

　
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
定
施
設

（
病
院
な
ど
）に
入
院
、
入
所
中
の
方

は
、
そ
の
施
設
内
で
不
在
者
投
票
が

で
き
ま
す
。
施
設
長
に
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

■
郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票

　
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手

帳
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
を
お

持
ち
の
方
で
左
表
の
項
目
に
該
当
す

る
方
は
、
郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者

投
票
が
で
き
ま
す
。

　
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
上
で
、
投
票
用
紙
等
の
交
付
請

求
を
、
投
票
日
の
4
日
前（
4
月
22

日
㈬
）
ま
で
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
、
投
票

用
紙
等
の
交
付
請
求
は
市
選
挙
管
理

委
員
会
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

投
票
に
は
こ
ん
な
方
法
も
あ
り
ま
す

期日前投票は市役所で

と　き	 4月20日月〜25日土
	 午前8時30分〜午後8時
ところ	 市役所本館1階　102会議室
持ち物	 	入場券

○	入場券がなくても投票できます。投票所
でお申し出ください。
○	車イスの方は本館西玄関横のスロープを
ご利用ください。介護が必要な方は、事前
に市選挙管理委員会へお申し出ください。
○	庁舎耐震補強工事中のため駐車場が狭く
なり、ご迷惑をおかけしております。特に
25日㈯は、混雑が予想されます。早めに
お越しください。
●�入場券裏面に期日前投票の宣誓書を印刷
しました。期日前投票される場合は、宣誓
書をご記入してお越しください。

郵便などによる不在者投票対象者
手帳など 区　分 等級など

身体障害者手帳

両下肢、体幹、
移動機能の障害 1級または2級

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級または3級

免疫機能、肝臓の障害 1級から3級

戦 傷 病 者 手 帳
両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
内臓機能の障害 特別項症から第3項症

介護保険の
被保険者証 介護状態区分 要介護5

※	原則として、自分で投票用紙に記入できる方に限ります。記入できない方には
代理記載制度もありますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票日に投票所へ行けない方は、
期日前投票ができます
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活動期間	 4月19日㈰〜25日㈯　※告示日の立候補届け出後から投票日の前日まで
	 ●届け出前に行われる選挙運動
	 ●有権者に酒食などをふるまい、投票を依頼すること
	 ●候補者やその知人が各戸をまわり、投票を依頼すること
	 ●通行人を選挙事務所に呼び入れ、飲食物をふるまうこと
	 ●	選挙郵便の表示のないハガキで投票依頼したり、選挙運動関連文書を回覧した

りすること
　　　　　　　みんなで違反のない、きれいな選挙にしましょう！

違反のない明るい選挙 立候補者が選挙運動をできる期間は決められており、
次のような行為は選挙違反になります。


